
藤
原
兼
實

＝
転
換
期
に
於
け
る
一
貴
族
＝

一

十
二
世
紀
末
に
於
け
る
鎌
倉
幕
府
の
成
立
は
、
古
代
律
令
的
公
家
赦
骨
の
没
落

に
代
っ
て
、
中
世
封
建
的
武
家
赦
骨
を
出
現
せ
し
め
だ
も
の
で
あ
る
。
古
き
公
家

階
級
に
代
っ
て
、
新
興
武
家
階
級
が
政
権
を
掌
握
す
る
に
至
つ
手
」
の
壁
革
は
、

保
元
、
平
治
の
乱
に
よ
る
卒
氏
の
全
盛
、
そ
の
後
義
仲
の
一
時
的
覇
雄
を
経
て
－
、

輝
頼
朝
の
鎌
倉
碁
府
の
由
立
に
至
っ
て
、
一
竺
π
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

代
に
於
い
て
蟻
銅
家
に
生
努
っ
け
仁
愛
苦
は
、
そ
の
家
柄
の
故
に
幼
少
に
し
て
官

①位
の
昇
進
に
恵
ま
れ
、
十
六
才
で
内
大
臣
、
十
八
才
で
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
，
二

③十
六
才
の
時
は
空
位
に
圭
で
昇
進
し
㌔
廟
堂
に
於
い
て
こ
の
様
な
高
位
顛
官

を
芹
し
庁
か
ら
、
卸
白
河
法
皇
の
院
政
時
代
で
、
法
皇
と
は
疎
遠
の
関
係
に
あ
り

③し
烏
に
政
務
の
嘗
際
に
は
余
り
喝
係
す
る
こ
と
な
く
才
月
を
達
り
、
不
遇
孤
露
の

④
－

身
を
か
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
頼
朝
覇
椎
を
握
る
に
至
る
と
、
頼
朝
よ
り

⑤「
赦
稜
之
臣
」
と
し
て
信
用
を
得
、
そ
の
推
薦
に
よ
り
構
政
の
地
位
に
就
く
こ
と

に
な
サ
た
。
こ
の
構
政
就
任
中
は
彼
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
謝
す
る
宣

暢
門
院
を
中
心
と
す
る
丹
後
扇
、
通
親
等
の
陰
謀
は
、
彼
を
塙
政
の
地
位
か
ら
追

放
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
が
接
政
と
し
て
そ
の
貰
樺
を
振
い
得
た
の
料
、
時
代

車
間
俊
一

の
愛
草
者
と
し
て
出
現
し
た
頼
朝
と
の
擬
携
に
よ
っ
て
な
し
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
彼
が
古
い
兢
閲
蒙
の
停
銃
を
慕
い
、
そ
れ
を
身
に
つ
骨
て
い
る
身
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
と
封
立
す
べ
き
壁
革
者
輯
朝
と
提
携
し
て
行
っ
た
事
情
に
つ
い
て

述
べ
度
い
と
思
う
。

㊤
宗
泊
永
二
票
二
月
二
十
四
日
「
家
例
多
十
四
叙
二
三
品
ー
磁
鞄
ダ
蛸

－
余
十
二
歳
叙
二
三
位
一
時
入
相
二
之
早
速
こ

③
玉
葉
、
承
安
四
年
正
月
七
H
「
齢
不
レ
及
二
三
旬
南
級
昇
二
一
品
妄
語
有
レ
恐
」

㊥
玉
葉
，
天
暦
六
年
十
月
廿
九
日
「
疎
遠
之
身
救
菜
二
朝
竺
」

④
玉
葉
、
泊
承
二
年
十
二
月
十
五
日

⑤
玉
葉
、
元
暦
元
年
十
一
月
廿
一
日

二乗
寮
は
忠
通
の
三
男
と
し
て
生
れ
、
そ
の
異
母
兄
に
廣
政
闘
白
に
な
っ
た
基

貰
、
基
房
室
旬
し
、
同
母
弟
と
し
て
愚
管
抄
の
著
者
慈
輿
太
政
大
臣
乗
房
等
が

①あ
っ
た
。
基
音
は
二
十
凹
才
と
い
ふ
若
い
年
令
で
亡
く
∴
は
つ
ナ
石
で
、
朱
書
と
の

交
渉
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
食
蜜
は
弟
と
し
て
そ
の
恩
顧
を
う
け
る
こ
と
が
少
な

く
な
か
っ
た
棟
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
手
基
適
に
艶
ナ
ノ
る
悪
度
で
知
る
こ
と
が
田

四
五



山
好
手
大
学
単
数
学
部
研
究
年
報
第
二
巻
 
 

④
一
 
 

凍
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
基
穿
と
の
関
係
は
、
両
者
の
政
治
的
勢
力
の
封
立
か
ら
思
 
 

＠
 
 

わ
し
く
な
か
つ
た
棟
で
あ
る
。
乗
房
は
太
政
大
臣
に
な
つ
た
け
れ
ど
、
そ
の
人
物
 
 

④
 
 

は
卒
凡
で
あ
つ
た
様
で
あ
る
か
、
慈
囲
は
そ
の
著
作
と
し
で
愚
管
抄
及
び
和
歌
そ
 
 

の
他
を
増
し
て
い
る
故
に
、
多
し
の
人
か
準
ぺ
て
い
る
様
に
秀
れ
た
才
能
を
も
つ
 
 

㊥
 
 

て
い
た
。
発
寒
と
慈
園
と
は
相
許
し
合
ふ
関
係
に
ぁ
り
、
両
者
の
交
渉
は
終
始
登
 
 

ら
す
、
そ
の
思
想
に
於
い
て
は
法
然
上
人
の
新
し
い
宗
教
遅
効
に
関
し
て
を
除
い
 
 

①
 
 

て
共
通
す
る
も
の
で
ぁ
り
、
愚
管
抄
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
思
想
り
ヰ
に
食
害
の
思
 
 

想
を
見
る
思
い
か
・
て
る
こ
と
は
後
に
述
べ
る
所
で
あ
る
。
発
雷
は
兄
二
人
の
横
幕
 
 

を
も
ち
な
が
ら
、
三
男
に
し
て
旗
政
の
地
位
に
つ
き
得
た
の
は
、
披
白
か
ら
貞
信
 
 

⑦
 
 

公
忠
卒
、
大
入
道
乗
豪
、
御
堂
関
白
道
長
の
先
例
を
奉
げ
て
い
る
如
く
、
秀
れ
た
 
 

才
能
を
持
っ
て
い
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
彼
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
鏡
に
は
 
 

＠
 
 

「
和
洪
才
智
願
令
レ
越
レ
人
給
云
々
」
と
云
い
、
彼
が
壌
政
の
任
た
る
べ
き
こ
と
に
 
 

つ
い
て
は
京
下
力
人
士
の
し
は
～
＼
期
待
し
た
所
で
あ
つ
た
。
叉
義
仲
に
勤
し
て
 
 

㊥
 
 

も
「
朝
之
重
器
」
と
し
て
そ
の
任
用
を
落
書
な
さ
れ
た
併
で
ふ
∵
り
、
そ
の
硫
故
に
 
 

任
ぜ
ら
れ
蒜
は
「
ダ
ニ
ダ
ニ
シ
キ
霊
」
」
署
抄
に
許
さ
れ
、
頼
朝
も
そ
の
 
 

中
状
に
於
い
て
「
此
事
、
全
非
二
彼
懇
望
支
非
レ
有
二
引
級
之
畢
、
馬
レ
身
寧
一
其
 
 

琴
l
只
慧
之
併
レ
寄
、
其
仁
在
二
笑
一
述
べ
て
い
る
。
纂
は
披
を
許
し
 
 

㊥
 
 

て
「
以
二
伊
ヂ
之
養
行
一
、
奉
レ
佐
一
萬
機
二
」
と
し
、
彼
の
硫
政
追
放
に
つ
い
て
は
「
天
 
 

⑭
 
 

亡
＝
「
草
野
亡
富
民
猶
＝
富
之
時
一
也
」
と
先
例
を
引
用
す
る
経
で
 
 

あ
つ
た
。
碕
彼
の
朝
娃
の
公
事
に
関
す
る
知
識
、
和
歌
、
僻
事
、
暦
法
等
諸
単
に
 
 

つ
い
て
の
通
暁
、
又
能
筆
等
秀
れ
に
才
能
を
も
つ
亡
い
工
事
は
、
三
乗
に
あ
ら
わ
 
 

れ
た
記
事
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
略
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

通
に
至
っ
て
は
「
硫
鋒
臣
始
マ
リ
テ
後
、
是
程
二
不
中
用
ナ
ル
器
量
ノ
人
ハ
イ
マ
 
 

仁
安
l
一
年
（
一
一
六
六
）
よ
り
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
ま
で
の
卒
氏
の
全
盛
 
 

閣
よ
り
鎌
倉
幕
府
の
初
め
ま
で
の
間
、
硫
蕗
の
職
に
就
い
た
も
の
は
、
ニ
ケ
月
程
在
 
 

⑯
 
 

職
し
た
師
家
を
除
い
て
基
房
、
乗
普
、
基
通
の
三
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
 
 

個
 

の
三
人
の
■
中
で
鶴
膵
豪
の
停
統
的
豊
警
思
い
政
治
の
振
興
に
努
力
し
た
の
 
 

は
衆
喜
一
人
の
み
と
考
へ
ら
れ
る
。
基
房
は
「
松
殿
九
礫
殿
コ
ノ
二
人
、
イ
サ
、
 
 

㊥
 
 

カ
一
ノ
入
二
似
タ
ル
」
と
云
わ
れ
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
発
育
ぉ
し
て
云
わ
し
 
 

⑱
 
 

む
れ
ば
時
の
勢
力
に
阿
設
追
碓
す
る
人
物
で
ふ
∵
り
、
硫
義
家
の
培
威
に
勤
し
て
全
 
 

く
何
等
の
見
識
も
な
く
、
軽
輩
の
者
に
軽
侮
さ
れ
て
も
全
く
な
す
併
を
知
ら
ざ
る
 
 

㊥
 
 

㊨
 
 

人
物
で
あ
つ
た
。
叉
そ
の
行
動
に
於
い
て
も
非
妊
に
償
す
る
も
の
が
あ
つ
た
。
基
 
 

㊥
 
 

ダ
ナ
シ
」
と
云
わ
れ
た
如
く
、
そ
の
感
銘
ば
硫
笈
に
植
し
互
い
人
物
で
あ
り
、
条
 
 

㊨
 
贅
は
信
範
の
言
発
と
し
て
「
硫
政
不
レ
知
二
和
漢
事
L
と
述
べ
）
諸
事
に
つ
い
て
未
 
⑳
⑳
 
 

凍
の
た
め
関
白
は
あ
れ
ど
亡
き
が
如
き
有
産
で
し
か
な
筈
が
扶
着
た
る
に
 
 

よ
つ
て
そ
の
朝
柄
の
責
を
果
す
状
澄
で
あ
つ
た
が
、
乗
賓
の
敦
を
受
け
な
く
な
つ
 
 

⑳
 
 

て
は
達
矢
多
き
状
腰
で
、
全
く
管
轄
の
器
量
で
は
な
か
つ
た
や
而
か
も
街
彼
が
璃
 
 

㊨
 
 

鼓
の
地
位
を
守
り
鋳
け
得
た
の
は
、
「
法
皇
艶
一
義
政
一
、
箪
衰
愛
念
一
」
と
云
は
れ
 
 

㊥
 
 

る
も
の
で
、
女
房
冷
泉
局
を
仲
介
と
す
る
も
の
で
あ
■
つ
た
。
か
ゝ
る
彼
は
ひ
た
す
 
 

⑳
 
 

ら
法
皇
l
こ
阿
課
追
従
・
す
る
状
態
で
あ
り
、
一
方
そ
の
行
動
に
於
い
て
萬
人
の
攣
壇
 
 

⑳
 
 

を
か
う
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
に
勤
し
て
発
奮
は
輔
弼
の
職
に
あ
る
身
と
し
て
、
 
 

3
 
 

常
時
の
狂
乱
の
時
勢
に
勤
し
て
「
凡
庸
レ
志
者
、
偏
敢
稜
之
安
全
也
、
政
道
之
反
 
 

3
 
 

3
2
 
 

8
 
素
庖
」
と
述
べ
る
如
く
、
ひ
た
す
ら
天
下
の
康
寧
、
更
法
い
紹
隆
を
所
願
し
、
歯
 
 

の
前
途
を
憂
え
る
併
か
ぁ
つ
た
。
又
彼
は
時
の
樺
力
に
阿
改
す
る
こ
・
と
を
最
も
唾
 
 
 



菜
す
べ
き
事
と
し
て
嫌
い
、
そ
の
態
度
は
卒
氏
を
し
て
「
傍
若
無
人
」
と
云
わ
し
 
 

め
、
「
自
二
去
清
孝
二
年
∴
以
凍
、
武
植
偏
奪
二
君
成
一
、
認
行
二
朝
務
一
」
時
代
に
於
て
 
 

l
∂
 
．
1
∂
 
 

「
小
臣
濁
不
レ
媚
二
擢
臣
一
、
不
し
蔑
二
朝
憲
L
と
自
負
し
得
る
行
動
を
と
り
得
た
。
 
 

賂
朝
と
の
掲
係
に
於
い
て
も
彼
は
之
に
取
り
入
る
事
を
し
た
の
で
な
か
っ
た
。
 
 

註  

＠⑯⑪㊥㊥㊥⑦  ㊤①  ④④㊥①  

関
白
殿
御
沙
汰
」
と
あ
る
 
 

⑯
 
玉
葉
治
承
三
年
十
一
月
十
六
日
 
「
抑
此
関
白
之
時
、
家
胎
二
暇
撃
、
強
付
二
 
 
 

大
砿
∴
」
と
憂
え
る
言
葉
が
あ
る
。
 
 
 

藤
原
来
賓
＝
樽
換
期
に
於
け
る
一
貴
族
＝
（
草
間
）
 
 

尊
卑
分
脈
 
 

玉
葉
、
泊
承
三
年
十
二
月
十
六
日
及
び
十
一
月
廿
三
日
 
 

玉
葉
、
拳
埜
一
年
九
月
六
H
及
季
水
三
年
二
月
十
一
日
 
 

主
賓
、
建
久
二
聖
二
月
廿
八
目
「
攣
喜
漠
一
、
攣
藩
積
】
、
‖
ハ
以
二
光
公
之
薔
 
 

努
】
、
下
官
所
二
推
挙
一
也
ご
 
 

筑
土
筑
寛
著
1
慈
園
」
に
研
究
論
文
の
日
銀
あ
り
。
 
 

愚
管
抄
虚
妄
（
一
入
大
京
⊥
八
宗
）
（
柑
管
芙
系
以
下
同
株
）
に
慈
囲
の
 
 

法
炊
…
に
つ
い
て
の
見
解
が
見
え
て
い
る
が
、
帯
噂
山
門
大
衆
の
諭
と
似
た
も
の
で
 
 

あ
る
。
来
賓
と
法
然
と
の
関
係
ほ
玉
葉
、
法
然
上
人
行
状
書
房
等
に
よ
つ
て
知
ら
 
 

れ
る
。
 
 

玉
葉
、
吉
永
二
年
九
月
六
日
 
 

吾
妻
鏡
、
文
治
二
年
二
月
廿
七
日
 
 

玉
葉
、
毒
永
二
年
九
月
四
月
 
 

巌
管
抄
 
巻
六
 
 

玉
葉
、
文
治
二
年
七
月
三
日
 
 

⑲
⑭
三
長
記
、
建
久
七
年
十
一
月
二
十
日
・
十
九
日
■
十
八
日
の
僚
 
 

榔
家
磯
に
あ
つ
た
と
は
い
え
賓
際
は
父
基
鼻
の
執
政
す
る
餅
で
あ
つ
た
こ
と
は
．
 
 

玉
葉
三
軍
永
二
年
十
一
月
二
十
一
‖
「
及
び
薯
記
同
日
の
廠
、
「
天
下
庶
政
入
違
 
 

三
 
 

次
に
来
賓
が
政
論
に
つ
い
て
如
何
な
る
考
を
も
つ
て
い
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
 
 

に
常
っ
て
、
境
閑
寂
藤
原
氏
の
俸
統
殉
じ
政
治
観
た
つ
い
て
考
へ
号
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
道
長
を
稚
頂
と
す
る
硫
闊
政
治
は
、
大
化
改
新
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
古
 
 

四
 
 
 

㊥⑭⑳⑲ ㊧ ⑲㊥㊥㊨⑳⑳㊧⑳㊥㊥⑳⑯⑱㊥  

慮
管
抄
附
錬
 
ニ
ー
七
東
 
 

宝
葉
、
治
承
二
年
十
二
日
冊
日
及
び
同
三
年
二
月
十
日
 
 

玉
葉
、
琴
空
二
竺
一
月
七
日
隆
季
基
鼻
に
無
祀
を
致
す
 
 

草
葉
、
嘉
應
三
年
九
月
十
七
日
及
同
三
年
三
月
二
〓
 
 

愚
管
抄
巻
五
一
五
入
京
 
 

王
葉
、
池
魚
五
年
三
月
廿
日
 
 

〝 〝 〝 〝 〝 ／／ 〝 〝  
欺
息
、
姶
不
レ
琴
南
獣
一
欺
、
可
レ
悲
々
々
」
 
 

玉
葉
、
泊
承
五
年
正
月
八
日
「
近
世
之
事
、
毎
事
如
レ
此
者
欺
、
但
常
時
之
政
不
二
 
 

狂
観
】
者
、
還
不
レ
可
レ
叶
二
時
議
一
着
欺
」
 
 

玉
葉
、
元
俸
元
年
九
月
廿
三
日
 
 

ケ
 
文
治
二
年
五
月
廿
三
日
 
 

ケ
 
蕃
永
三
竺
一
月
十
九
日
 
 

ケ
 
文
治
元
年
十
二
月
甘
八
日
 
 

泊
承
三
年
十
二
月
十
日
、
同
五
年
五
月
十
七
日
 
 

治
承
四
年
正
月
廿
日
 
 

泊
承
三
年
十
一
月
廿
三
日
 
 

文
治
元
年
十
一
月
廿
三
日
 
 

藷
永
二
年
八
月
二
日
 
 

毒
永
三
年
八
月
十
八
目
 
 

諒
永
元
年
七
月
三
日
 
 

元
障
二
年
四
月
廿
三
日
璃
政
の
賀
茂
詣
に
つ
い
て
「
今
日
賀
茂
詣
二
掲
人
 
 



山
方
事
大
拳
草
薮
拳
部
祈
究
年
報
第
二
春
 
 
 

代
律
令
的
国
家
の
政
治
体
制
に
於
い
て
天
皇
制
に
満
っ
て
、
轟
政
願
白
と
し
て
藤
 
 

原
氏
か
政
権
を
拳
握
し
た
も
の
で
あ
一
つ
た
。
こ
れ
は
藤
塀
氏
殊
に
北
家
の
一
門
 
 

が
、
宮
廷
に
於
い
て
他
の
貴
族
を
珪
斥
し
て
政
治
の
賓
樺
を
握
っ
た
も
の
で
、
そ
 
 

の
経
磨
的
基
礎
を
贋
大
な
荘
園
に
置
い
て
い
た
。
こ
の
藤
原
氏
全
盛
の
時
代
に
於
 
 

い
て
苗
代
公
家
文
化
を
中
心
と
す
る
日
本
文
化
の
豪
速
か
男
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

さ
れ
ば
塙
閲
政
治
は
「
鶴
錬
ノ
臣
ノ
茶
菓
メ
ブ
タ
ク
テ
、
ソ
ノ
卸
マ
ツ
リ
事
テ
皮
 
 

①
 
 

ス
ケ
テ
、
世
チ
治
メ
ラ
ル
」
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
、
政
治
の
衰
え
で
な
く
、
藤
 
 

㊥
 
 

原
氏
は
競
闘
と
し
て
「
一
念
私
ナ
ク
」
 
つ
か
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
君
の
政
治
も
貿
 
 

こ
く
行
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
「
君
テ
オ
モ
イ
ア
ナ
ヅ
リ
マ
」
ラ
ス
ル
心
ノ
サ
ワ
 
 

㊥
 
 

～
～
」
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
従
っ
て
こ
の
「
君
卜
境
線
ノ
臣
ト
。
ヒ
シ
ト
一
ツ
 
 

御
写
ア
チ
ガ
ブ
コ
ト
ノ
遅
々
待
ル
マ
ジ
ヰ
旬
毒
怠
れ
て
、
「
後
≡
陳
ノ
字
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
 
 

清
殿
ナ
心
得
ズ
思
由
ケ
ル
ヨ
リ
」
と
云
わ
れ
る
様
に
塙
閲
豪
藤
原
氏
を
軽
視
す
る
 
 

㊥
 
 

こ
と
に
な
つ
た
の
で
、
「
末
代
悪
世
武
イ
嘉
柑
」
を
現
出
せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
 
 

に
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
愚
管
妙
に
見
え
る
藩
園
の
考
へ
で
あ
る
が
、
競
闘
豪
藤
 
 

原
氏
の
考
え
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
 
 
 

卒
安
末
期
に
於
け
る
院
政
は
、
塙
閲
豪
藤
原
氏
の
勢
力
を
屡
迫
し
、
そ
れ
に
代
 
 

っ
て
院
の
下
に
濁
裁
樺
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
も
の
で
ぁ
る
が
、
こ
山
院
 
 

政
が
「
苗
代
末
期
に
於
け
る
テ
ス
ぷ
云
′
イ
ズ
ム
と
し
て
苗
代
国
家
全
体
の
危
磯
の
 
 

表
現
で
あ
つ
て
、
た
ん
に
■
藤
原
氏
に
た
い
す
る
皇
室
の
植
威
回
復
と
い
う
支
配
階
 
 

級
内
部
の
問
題
で
は
な
い
」
と
云
わ
れ
る
に
し
ろ
、
「
硯
竃
に
は
従
来
ほ
と
ん
ど
猥
 
 

裁
的
地
位
に
あ
つ
た
簾
静
寂
の
犠
牲
に
よ
つ
て
の
み
、
院
政
の
成
立
は
可
能
で
ぁ
 
 

っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
、
院
政
の
成
立
は
富
豪
の
勢
力
産
道
 
 

四
八
 
 
 

す
る
も
の
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
ぁ
つ
た
事
は
、
硫
据
豪
藤
原
氏
に
と
つ
て
院
 
 

政
は
自
己
の
重
力
と
封
立
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
而
も
こ
の
院
政
を
支
持
す
る
政
 
 

治
的
融
合
的
勢
力
と
し
て
競
闘
政
治
の
も
と
に
お
い
て
中
級
以
下
の
身
分
で
ぁ
つ
 
 

た
官
僚
貴
族
が
あ
り
、
彼
等
が
院
政
の
影
に
あ
つ
て
そ
の
嘗
樺
を
振
い
、
塙
囲
家
 
 

を
な
い
が
し
ろ
に
し
妄
は
、
近
臣
が
院
政
を
組
織
し
、
院
政
が
か
れ
ら
を
 
 

権
力
機
構
の
禁
に
組
織
し
は
晋
角
と
し
て
も
、
こ
の
た
め
に
「
塙
録
ノ
 
 

⑲
 
 

臣
卜
云
者
ノ
世
中
ニ
ト
リ
テ
。
三
四
番
ニ
ク
グ
リ
タ
ル
威
勢
」
に
ま
で
落
ち
下
ら
 
 

ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
従
っ
て
院
政
時
代
に
於
け
る
近
臣
の
巌
底
に
つ
い
て
、
慈
 
 

閲
は
「
本
鉢
ノ
砥
録
臣
ブ
コ
ノ
シ
モ
デ
マ
′
人
ノ
ブ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、
叉
カ
ナ
シ
ウ
 
 

⑭
 
 

チ
サ
レ
テ
チ
ソ
レ
バ
バ
カ
リ
ナ
ガ
ラ
」
と
述
べ
て
い
る
様
に
、
簾
鏑
豪
た
る
藤
原
 
 

氏
は
こ
の
微
煙
な
近
臣
の
た
め
に
歴
迫
さ
れ
て
そ
の
筈
樺
を
失
ふ
に
室
ト
ノ
、
た
ゞ
 
 

咽
 

警
け
そ
語
る
も
の
に
な
つ
た
響
こ
の
近
臣
に
Å
る
政
治
は
 

マ
ニ
ハ
王
臣
中
ア
ヤ
シ
キ
ヤ
ク
ニ
ノ
、
1
近
臣
愚
者
モ
テ
ナ
シ
′
′
、
、
シ
ツ
、
世
ハ
カ
 
 

⑲
 
 

タ
ブ
キ
ウ
ス
ル
ナ
リ
」
と
云
ふ
如
く
政
治
の
衰
絨
を
渚
凍
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
 
 

又
近
臣
は
院
の
衰
龍
の
袖
に
か
く
れ
て
「
硫
錬
臣
ブ
重
言
ス
ル
チ
君
ノ
御
心
ニ
カ
 
 

ナ
フ
コ
ト
、
シ
リ
テ
、
世
テ
ウ
シ
ナ
ハ
ル
、
事
ハ
申
テ
モ
／
＼
イ
フ
バ
カ
リ
ナ
キ
 
 

⑭
 
 

ヒ
ガ
事
」
一
ぎ
行
ふ
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
院
政
に
於
け
る
近
臣
政
治
 
 

の
弊
害
は
、
来
賓
自
身
も
身
に
し
み
て
感
す
る
併
で
あ
つ
て
、
彼
の
院
政
に
謝
す
 
 

る
非
難
は
近
臣
政
治
へ
の
攻
撃
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
後
白
河
法
皇
の
近
臣
 
 

の
籠
芸
擢
は
筆
舌
に
零
し
薙
く
指
弾
す
べ
き
も
の
で
ぁ
つ
て
碧
雲
し
 
 

門
閥
を
重
石
る
発
案
に
と
つ
て
、
そ
の
譜
第
門
閥
も
官
位
の
上
下
も
拳
識
才
熊
を
 
 

塞
く
無
税
し
て
、
法
白
岩
吾
に
行
わ
れ
る
人
事
時
に
は
全
く
物
証
と
し
 
 
 



⑰
 
 

て
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
状
購
買
あ
つ
て
、
院
政
に
よ
つ
て
は
到
底
単
代
の
政
は
期
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑱
 
 

し
得
ら
る
べ
き
も
の
で
な
か
つ
㌔
か
様
な
近
臣
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
政
治
は
、
 
 

先
例
姦
成
し
道
理
に
警
も
の
ヂ
末
代
2
政
、
只
攣
小
人
2
心
一
期
、
可
レ
 
 

哀
々
ふ
掴
と
歎
じ
、
「
小
人
弊
君
、
竪
擾
、
誠
哉
誓
」
姦
歎
せ
ざ
る
姦
 
 

な
か
つ
た
。
 
 
 

事
嘗
院
政
は
古
代
末
耕
の
政
治
的
危
機
に
於
け
る
デ
ス
ヰ
テ
ィ
ズ
ム
の
一
形
腰
 
 

と
見
て
、
そ
の
．
性
格
と
し
て
「
法
を
超
越
し
、
祭
祀
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
特
質
 
 

㊥
 
 

が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
様
に
、
院
政
に
於
け
る
政
治
紀
綱
の
無
税
は
全
く
道
理
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳
 
 

失
い
、
例
に
雫
＼
も
の
で
あ
ト
「
近
代
朝
霧
、
如
レ
反
レ
掌
、
朝
成
暮
敗
害
此
謂
」
 
 

と
云
わ
れ
る
状
離
苛
あ
り
、
そ
れ
は
更
に
院
の
人
間
的
な
性
格
を
そ
の
政
治
「
亜
 
 

く
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
轄
色
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
白
河
、
鳥
羽
両
院
の
疲
 
 

故
に
勤
し
て
、
「
理
非
決
断
、
賞
罰
分
明
、
変
悪
摘
焉
、
貧
富
商
都
也
、
環
一
房
女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊧
 
 

殊
寵
多
一
、
己
天
下
之
品
秩
破
也
」
と
云
わ
れ
、
又
「
其
政
多
l
示
恵
三
上
準
敵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊧
 
 

天
心
t
、
下
背
二
千
人
望
一
」
と
云
わ
れ
る
如
く
で
あ
つ
た
が
、
発
奮
の
時
代
に
於
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳
 
 

け
る
後
白
河
法
皇
は
 
「
和
漢
之
闘
少
二
比
類
一
之
暗
壬
亜
」
 
と
云
わ
れ
、
「
音
雄
二
陽
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊨
 
 

成
花
山
之
撃
、
莱
レ
間
二
触
レ
此
之
事
L
と
云
わ
れ
る
性
格
で
あ
つ
て
見
れ
は
、
そ
 
 

の
政
清
の
惑
藤
は
殊
に
著
し
く
㌧
「
偏
晋
悪
帝
也
式
王
之
執
樺
敢
不
レ
可
二
相
準
云
 
 

㊥
 
 

々
」
と
云
わ
る
べ
き
状
鯛
苛
、
後
白
河
法
皇
の
院
政
に
よ
つ
て
前
代
よ
り
更
に
世
上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥
 
 

不
穏
と
捏
㌻
り
、
民
人
心
を
安
ぜ
ざ
る
有
様
に
な
つ
た
と
さ
へ
云
わ
れ
、
固
の
嚢
級
 
 

⑳
 
 

朝
の
稜
威
著
し
く
、
暗
愚
の
世
は
革
も
還
っ
て
凶
と
肯
で
り
、
善
又
は
悪
に
似
る
有
 
 

1
 
 

3
 
叢
」
鳶
て
、
こ
れ
は
偏
に
「
君
撃
聖
攣
少
事
、
遅
壷
衷
哉
、
囲
家
之
敗
鼠
宣
 
 

C
∂
 
哉
」
と
云
わ
れ
る
様
に
、
法
皇
の
性
格
の
然
ら
し
ノ
む
る
断
と
考
へ
ら
れ
た
。
さ
れ
 
 

藤
原
父
蜃
＝
韓
換
期
に
於
け
る
二
月
族
＝
（
草
間
）
 
 

↓
り
 
 

？
り
 
 

ば
そ
の
寵
臣
泰
軽
を
し
て
さ
え
、
「
法
具
只
不
レ
可
レ
知
二
食
天
下
冠
」
と
し
、
そ
の
 

理
由
と
し
て
法
皇
の
御
力
を
以
て
し
て
は
天
下
を
直
く
す
る
こ
と
ば
一
切
不
旨
レ
 
 

叶
と
云
わ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

㊦⑨ ① ④㊥④㊤  ④
 
 

①
 
 

㊥
⑪
 
 

⑩
 
 

⑯㊥⑲  

ケ
 
藷
永
二
年
四
月
十
日
「
末
代
之
人
、
甘
偉
之
望
、
故
知
一
壷
ハ
詮
一
 
 
 

事
斯
、
可
二
叩
精
一
々
々
々
L
 
 

⑯
 
〝
 
建
久
二
年
四
月
廿
三
日
「
於
二
近
臣
寵
臣
等
之
事
∴
専
不
レ
能
二
是
非
∴
 
 

舛
記
及
諸
道
之
難
事
、
猶
不
レ
準
】
衆
望
∴
不
レ
茄
一
】
道
理
∴
可
レ
被
レ
行
財
、
 
 

偏
是
東
二
大
下
－
也
、
」
 
 

＠
 
γ
∴
準
準
二
年
正
月
十
九
日
、
及
び
泊
承
五
年
正
月
八
日
「
常
時
之
政
、
不
二
狂
 
 

乱
l
者
還
不
レ
可
レ
叶
二
時
議
】
者
欺
」
 
 

㊥
 
〝
 
承
妾
元
年
九
月
六
日
、
及
び
文
治
三
牛
五
月
廿
七
「
天
下
之
政
、
繋
化
可
1
．
 
 

期
二
束
世
l
欺
、
可
レ
悲
々
々
」
 
 

四
九
 
 
 

愚
管
抄
附
紋
 
 

′′   ／′   l・  ／・  〃  系
）
 
 

林
屋
辰
三
郎
氏
「
院
政
の
成
立
に
つ
い
て
」
 
（
日
本
史
研
究
第
二
墟
）
 
 

右
付
Ⅲ
氏
前
掲
論
文
 
 
 

愚
管
抄
附
錬
 
二
一
七
頁
 
 
 

〝
 
 
〝
 
 
 
「
耗
錬
ノ
臣
ト
テ
オ
キ
テ
ハ
モ
チ
ヒ
ル
由
ニ
テ
、
耗
ニ
ハ
奇
怪
 
 

ノ
物
二
思
召
モ
テ
ナ
シ
テ
」
 
 

巷
間
 
一
一
大
京
 
 

右
母
円
正
氏
 
 

〃  

附
錬
．
二
二
玉
東
 
 

玉
葉
、
承
安
元
年
十
二
月
九
日
 
 

〃  巻
四
 
 

附
 
 
 

巻
四
 
 

附
鉄
 
 
 

二
一
五
真
 
 

一
〇
七
真
 
 

二
一
大
頁
 
 

二
一
五
武
 
 

一
二
一
頁
 
 

二
二
一
頁
 
 

「
古
代
末
期
の
政
治
過
程
お
よ
び
政
治
形
態
」
 
（
軽
骨
構
成
免
停
 
 

「
近
代
之
事
不
レ
吋
レ
言
二
左
右
こ
 
 

●
－
1
 
 



次
に
武
士
の
世
に
於
い
て
先
■
づ
卒
氏
の
全
盛
に
射
し
て
宋
音
は
如
何
な
る
立
場
 
 

に
あ
つ
た
か
に
つ
い
て
考
へ
て
見
た
い
。
親
臨
豪
の
傍
流
を
思
い
そ
の
維
持
を
考
 
 

え
て
い
た
人
物
と
し
て
、
級
踵
軽
輩
な
り
し
卒
氏
の
全
盛
と
そ
の
人
を
入
と
も
思
 
 

わ
ぬ
武
力
い
前
に
壌
闘
家
と
班
も
屈
従
を
余
義
な
く
さ
れ
た
事
は
耐
え
発
い
事
で
 
 

あ
つ
た
。
即
ち
師
房
が
中
鷹
拝
任
に
際
し
て
大
賂
重
盛
の
第
に
向
い
し
こ
と
は
、
 
 

禎
が
塙
政
基
虜
直
子
た
る
に
も
拘
わ
ら
す
重
盛
の
如
き
者
に
縫
を
致
さ
ね
ば
な
ら
 
 

①
 
 

ぬ
こ
と
と
し
て
言
語
の
及
ぷ
併
で
な
く
弾
指
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
よ
し
て
基
房
 
 

⑳
 
 

㊨
 
 

⑳
 
 

㊧
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3
 
 

㊨
3
1
〝
 
 

岩
手
大
学
寧
薬
学
部
研
究
年
報
第
二
巻
 
 
 

〃   ク  る
q
 
 

玉
葉
 
 

母
石
田
氏
前
掲
論
文
 
 

玉
葉
、
承
安
二
年
十
二
月
廿
八
日
 
 

中
右
記
、
大
治
四
年
七
月
七
日
 
 

台
記
 
久
安
元
年
十
二
月
三
日
 
 

下
不
レ
瀞
己
経
二
二
年
∴
而
政
二
天
下
l
上
虫
御
一
人
也
、
御
慣
樹
永
二
上
皇
l
顛
、
 
 

天
下
政
速
レ
臼
乱
、
樹
此
事
可
レ
令
二
慣
御
－
也
、
甘
是
無
二
申
行
人
】
也
し
と
あ
 
 

′′  ′′  

毒
永
三
年
三
月
十
六
‖
 
 

元
暦
元
年
六
月
十
七
日
 
 

元
暦
元
年
七
月
九
日
 
 

琴
空
二
年
七
月
八
日
 
 

元
暦
元
年
八
月
十
八
目
 
 

元
暦
元
年
八
月
一
口
 
 

文
治
元
年
十
月
廿
五
日
 
 

四
 
 

承
妾
五
年
九
月
十
二
日
 
 

毒
永
三
年
正
月
十
大
H
 
 
 

－  

撃
竺
一
年
四
月
二
日
「
末
代
之
政
、
失
レ
理
戒
レ
例
、
何
悠
々
々
」
 
 

荷
、
長
秋
記
 
保
延
元
年
五
月
一
日
に
「
天
 
 

五
〇
 
 
 

と
重
盛
の
子
肇
盛
と
の
衝
突
が
蓮
に
無
歴
の
樵
を
も
つ
重
盛
の
力
を
背
景
に
基
房
 
 

㊥
 
 

の
乗
車
を
破
る
に
至
っ
て
は
「
末
代
之
艦
吹
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
射
し
て
武
者
が
 
 

㊥
 
 

他
に
異
る
勢
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
如
何
と
も
し
が
た
き
状
恩
で
あ
る
に
つ
 
 

④
 
 

い
て
は
、
「
只
恨
レ
生
＝
五
濁
之
世
∴
悲
哉
悲
哉
」
と
歎
息
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
文
事
氏
の
横
暴
は
藤
原
氏
の
氏
神
春
日
赦
の
仲
人
を
殺
害
せ
る
に
訝
 
 

し
て
衆
徒
の
蜂
起
を
「
道
理
之
又
遺
垣
」
と
し
な
が
ら
も
、
何
等
の
慶
罰
も
拍
率
 
 

㊥
 
 

な
い
事
を
悲
し
ん
で
い
る
。
然
し
一
方
卒
氏
は
そ
の
繁
粂
に
も
拘
わ
ら
す
京
都
の
 
 

地
に
於
い
て
攻
第
に
孤
立
し
自
家
望
別
途
に
不
安
を
感
じ
た
結
果
は
、
そ
の
地
盤
 
 

を
固
め
る
た
め
に
外
戚
仇
捲
を
得
ん
と
し
て
安
徳
天
皇
の
即
位
を
急
ぐ
こ
と
ゝ
な
 
 

㊥
 
 

り
、
そ
の
立
太
子
を
早
め
十
こ
と
は
．
鼠
世
の
故
に
叶
う
と
云
わ
れ
る
肪
悪
で
、
 
 

卒
氏
に
賢
り
る
感
情
を
檜
々
悪
く
す
る
の
み
で
、
遂
に
院
を
中
心
に
反
中
氏
の
陰
 
 

⑦
 
 

謀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
近
臣
の
み
な
ら
す
塙
政
基
虜
も
こ
の
事
に
参
劃
し
た
。
こ
の
事
 
 

は
清
盛
の
感
情
を
い
た
■
づ
ら
に
昂
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
前
後
見
境
の
な
い
 

行
動
は
近
臣
の
逮
珊
、
虞
に
藤
原
遷
都
と
天
狗
、
天
魔
に
類
す
る
併
焉
が
あ
い
つ
 
 

ぎ
、
全
く
物
狂
い
の
硯
守
る
に
至
つ
十
。
か
ゝ
る
清
盛
り
行
動
は
「
撃
 
 

㊥
 
 

恨
二
名
於
勅
軍
、
其
蜜
只
任
二
雄
志
一
、
此
等
之
子
細
、
逆
心
巳
柄
焉
」
と
云
わ
る
 
 

き
も
の
で
あ
つ
こ
見
れ
ば
ー
乗
蜜
も
そ
の
子
良
通
が
椎
中
納
言
右
大
賂
に
任
ぜ
 
 

⑲
 
 

ら
弟
た
の
も
「
不
レ
知
二
子
細
乏
人
、
不
レ
知
二
身
之
枇
一
、
存
＝
致
レ
望
之
旨
三
歎
」
と
 
 

述
べ
レ
如
く
身
の
批
と
ナ
ノ
る
肝
で
あ
つ
た
。
そ
の
他
卒
氏
の
行
動
は
是
非
左
右
す
 
 

⑭
 
 

べ
か
ら
ざ
る
も
の
の
多
い
事
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
彼
は
こ
の
時
の
事
を
省
 
 

み
て
小
臣
濁
り
権
臣
に
帰
す
と
云
い
得
た
と
共
に
、
又
「
逆
賊
執
l
一
朝
務
一
、
時
人
 
 

猶
攣
嘉
一
∴
自
芸
後
撃
賎
臣
乏
傑
・
軍
使
二
後
昆
懲
準
と
云
い
得
 
 
 



た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
氏
の
捜
落
後
、
一
時
こ
れ
に
交
代
し
て
翠
樺
を
獲
 
 

得
し
た
義
仲
の
武
威
を
振
っ
た
時
代
に
つ
い
て
も
云
っ
た
も
の
で
ぁ
つ
た
。
 
 
 

義
仲
は
自
己
の
掘
っ
て
た
つ
地
磐
を
固
め
る
こ
と
な
く
中
央
の
改
植
を
掌
握
す
 
 

る
こ
と
に
よ
つ
て
す
べ
て
を
決
定
し
ょ
，
ナ
と
し
た
こ
と
は
、
中
央
に
進
出
す
る
と
 
 

共
に
そ
の
武
力
に
よ
る
略
奪
を
怒
に
し
た
。
そ
れ
は
被
の
引
率
せ
る
玉
高
の
エ
⊥
卒
 
 

⑱
 
 

の
兵
糧
の
た
め
と
は
い
え
、
「
畿
内
近
遽
之
人
領
併
被
＝
苅
取
一
丁
、
段
歩
不
レ
嫌
、
 
 

文
京
中
片
山
、
及
二
紳
赦
彿
寺
㍉
人
員
在
家
．
悉
以
追
捕
、
其
外
連
併
レ
途
二
不
慮
 
 

之
前
途
一
之
圧
公
之
道
上
物
、
不
レ
論
二
多
少
一
、
不
レ
嫌
二
畏
服
一
、
皆
以
奪
取
了
、
此
 
 

⑭
 
 

耗
及
＝
市
追
∴
昨
日
失
二
責
買
之
便
云
々
」
と
云
わ
れ
る
状
鹿
苛
㌧
京
中
の
万
人
武
 
 

士
の
外
一
日
も
存
命
の
計
略
な
き
有
様
で
あ
つ
た
。
か
′
ゝ
る
義
仲
の
狂
暴
に
加
え
 
 

る
に
院
の
行
動
は
そ
の
災
害
一
ぎ
培
加
・
す
る
も
の
で
あ
つ
た
事
は
．
「
法
皇
敢
不
レ
 
 

⑯
 
知
二
国
家
之
風
亡
∴
近
日
被
レ
始
＝
大
造
作
一
云
々
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯
 
 

見
れ
ば
、
「
此
之
災
発
、
出
レ
白
一
っ
法
皇
嗜
慾
之
執
政
喚
二
栂
氏
奪
逸
之
悪
行
L
と
云
 
 

わ
れ
る
の
も
致
し
方
の
ハ
住
い
事
で
あ
つ
た
。
叉
常
時
の
政
道
は
「
嘩
暴
虎
輿
一
が
 
 

⑰
 
 
 

弱
一
也
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
「
吾
忽
欲
二
滅
亡
一
、
可
レ
警
々
歎
思
せ
ざ
る
 
 

を
得
な
い
状
悪
で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
基
房
が
養
仲
と
接
近
し
た
の
た
謝
し
て
、
彼
 
 

㊥
 
 

は
蓑
仲
の
下
に
執
政
の
任
を
免
れ
た
事
を
喜
ん
で
い
る
t
 
 
 

か
ゝ
る
義
仲
の
欒
行
は
京
洛
の
人
心
を
し
て
来
臨
に
あ
る
頼
朝
の
上
洛
に
謝
す
 
 

る
鷲
芙
き
く
し
後
白
河
法
皇
も
義
仲
屋
け
る
た
め
、
頼
朝
の
上
洛
に
 
 

剃
待
す
る
靡
が
あ
り
使
を
遇
わ
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
損
朝
は
弟
範
頼
義
経
を
遣
 
 

わ
し
て
義
仲
を
討
ち
、
つ
い
で
卒
氏
を
西
海
に
滅
亡
せ
し
め
て
天
下
の
覇
権
を
掌
 
 

握
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
 
 

藤
原
来
賓
＝
特
換
期
に
於
け
る
二
革
族
＝
（
草
間
）
 
 

五
 
 ①

 
 
 

頼
朝
の
事
業
は
天
下
の
草
創
と
云
へ
る
如
′
＼
新
し
い
政
治
の
施
行
を
期
T
る
も
 
 

の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
行
動
は
悍
重
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
富
主
川
の
合
 
 

戦
の
後
、
卒
氏
を
追
う
て
西
上
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
り
、
関
東
を
卒
足
し
て
そ
 
 

の
地
盤
を
固
め
、
一
方
、
朝
廷
に
勤
し
て
は
「
全
無
二
謀
叛
之
心
一
、
偏
焉
レ
伐
二
者
 
 

④
 
 

之
御
敏
一
」
と
審
美
し
て
、
そ
の
拳
兵
の
主
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
三
周
都
か
義
仲
の
 
 

五
一
 
 
 

（釘（め（∋〔む  ㊥
④
〝
 
 

①
 
〝
 
 
 

①
 
 

㊤
 
 

⑯
 
 

⑲
 
 

⑭
 
 

⑮
 
 

⑯
 
 

㊥
 
 

㊥
 
 

㊥
⑪
〝
 
 

⑩
 
玉
葉
 
 

⑲
 
玉
葉
華
杢
一
年
九
月
五
日
 
 

玉
葉
、
承
安
五
年
四
月
廿
三
日
 
 

〝  〝  〝  〝  〝 ／′  〝  〝  〝  〝  

嘉
應
二
年
六
月
十
六
日
 
 

嘉
應
二
年
十
月
甘
二
日
、
骨
一
日
 
 

承
婁
二
年
十
二
月
骨
四
日
 
 

滑
承
二
年
十
小
月
廿
九
日
 
 

櫓
承
三
牛
十
一
月
十
五
日
 
 

泊
承
四
年
六
月
五
日
 
 

泊
承
四
年
十
一
月
甘
大
口
 
 

治
承
三
年
十
一
月
廿
日
 
同
二
十
一
‖
 
 

謡
永
三
牛
正
月
廿
五
目
 
 

諒
永
二
年
七
月
酔
目
 
 

諒
永
二
牛
丸
月
三
日
 
 

諒
永
二
年
九
月
五
日
 
 

毒
、
竺
一
年
九
月
三
日
 
 

ぷ
永
二
牛
八
月
十
二
日
 
 

語
永
二
年
八
月
十
日
 
 

戯
管
抄
 
 

「
凡
締
素
貴
餞
‥
・
餅
レ
潜
‖
ハ
頼
朝
之
上
洛
」
 
 



岩
事
大
撃
撃
薬
学
部
痴
究
年
報
第
二
巻
 
 
 

攣
毎
に
倦
み
法
皇
が
頼
朝
の
上
洛
ぉ
う
な
が
さ
れ
る
や
．
彼
は
三
ケ
條
の
上
奏
文
 
 

㊥
 
 

を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
要
項
は
第
一
に
「
可
レ
被
レ
行
二
勤
賞
於
紳
融
彿
寺
】
事
」
第
 
 

二
に
「
諸
院
宮
博
陸
以
下
餞
如
レ
元
可
レ
被
レ
返
二
付
本
所
一
事
」
夢
二
に
「
蛙
二
釘
謀
 
 

者
一
可
L
被
レ
箪
一
宥
斬
罪
】
事
」
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
頼
朝
が
第
二
條
の
詮
明
に
「
械
 
 

朝
佃
攣
一
彼
領
事
一
着
、
人
之
歎
相
二
同
卒
家
一
候
顛
、
宣
下
任
l
一
道
理
一
有
ゆ
御
沙
汰
 
 

上
着
」
と
云
つ
て
い
る
様
に
卒
氏
或
は
義
仲
の
乱
行
を
繰
返
す
こ
と
の
な
い
事
を
 
 

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
ハ
た
。
さ
れ
ば
発
奮
を
し
て
「
一
々
申
状
、
不
レ
撃
義
 
 
 
 
 
＠
 
 

仲
等
H
欺
」
と
云
わ
し
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
械
朝
の
京
都
に
於
け
る
人
気
を
高
 
 

め
る
こ
と
に
な
つ
た
（
そ
し
て
械
朝
の
人
物
に
つ
い
て
も
「
凡
頼
朝
焉
レ
体
、
威
勢
 
 

④
 
 

板
前
、
其
性
強
烈
、
成
敗
分
明
、
理
非
断
決
」
と
云
わ
れ
、
義
仲
の
人
気
は
こ
れ
 
 

に
よ
つ
て
い
よ
′
～
衰
え
、
弼
朝
が
新
し
い
支
配
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

⑥
 
 

な
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

頼
朝
は
か
～
る
人
気
の
下
に
義
仲
、
平
氏
を
滅
し
て
天
下
の
覇
権
を
握
っ
た
詩
 
 

永
三
年
二
月
の
院
へ
の
奏
上
前
に
明
ら
か
に
し
差
損
の
方
針
と
警
こ
と
 
 

な
く
、
朝
務
に
お
い
て
は
先
規
を
守
り
徳
政
努
施
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
紳
祀
、
 
 

悌
寺
い
ノ
復
啓
保
護
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
更
に
文
治
元
年
十
二
月
六
日
の
 
 

⑨
 
 

乗
寛
へ
の
書
状
に
於
い
て
「
伏
＝
緻
於
誅
∴
孝
二
世
於
君
㍉
日
康
之
本
意
相
叶
、
 
 

公
私
依
悦
思
給
候
、
鬼
不
レ
待
l
奉
家
追
討
之
左
右
一
、
焉
レ
停
二
道
囲
十
一
節
図
 
 

式
士
之
狼
籍
∴
差
二
上
二
人
使
畝
禰
㍉
慧
下
知
依
■
レ
有
レ
恐
、
一
品
二
院
軍
、
 
 

可
二
成
敗
一
之
由
仰
合
候
畢
、
」
と
云
い
、
悲
観
十
二
閲
に
下
し
た
院
宜
の
内
容
は
文
 
 

莞
年
八
月
十
三
日
の
あ
る
も
の
と
同
じ
も
の
：
令
レ
停
l
」
正
式
↓
二
野
、
 
 

諸
国
諸
庄
要
一
附
歯
司
帝
家
二
事
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
「
諸
事
可
レ
祐
レ
行
二
 
 

五
こ
 
 
 

正
道
一
ナ
こ
と
に
よ
っ
て
善
政
の
興
行
を
現
し
た
も
の
で
あ
㌻
ヮ
、
そ
れ
が
焉
に
は
 
 

「
蛙
レ
焉
二
頼
朝
之
串
旗
一
、
不
レ
可
レ
有
＝
理
不
姦
之
裁
許
L
と
明
言
し
得
た
も
の
で
 
 

㊥
 
 

あ
つ
た
。
か
～
る
政
治
的
意
見
イ
で
も
つ
頼
朝
に
つ
い
で
慈
園
は
「
イ
カ
ニ
モ
′
1
 
 

末
代
ノ
警
二
有
ガ
タ
∴
ン
。
ヌ
ケ
グ
ル
券
葺
ノ
人
許
し
、
そ
の
朝
廷
七
廠
う
こ
 
 

㊥
 
 

と
に
つ
い
て
「
朝
家
ノ
タ
カ
ラ
テ
リ
ケ
ル
者
」
と
ま
で
許
し
た
。
さ
れ
ば
粂
葦
も
 
 

武
椎
を
専
ら
に
し
て
無
道
を
は
に
ら
い
た
卒
氏
或
は
義
仲
の
後
で
あ
り
、
常
時
院
 
 

政
も
亦
期
待
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
轍
朝
と
提
携
す
る
原
因
と
∵
 
 

⑱
 
 

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
建
久
元
年
頼
朝
上
洛
の
際
に
於
け
る
衆
蜜
と
の
談
話
は
、
雨
 
 

着
が
国
政
に
つ
い
て
の
意
見
を
同
ヱ
く
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
 
 

て
乗
寛
は
か
つ
て
頼
朝
を
武
士
階
級
の
出
身
と
し
て
夷
次
の
類
と
軽
蔑
し
た
の
で
 
 

⑭
 
 

あ
つ
た
け
れ
、
ど
、
今
や
そ
の
推
挙
に
よ
つ
て
硫
政
の
地
位
に
つ
く
こ
と
と
な
つ
た
 
 

の
を
春
日
紳
祀
の
話
い
と
し
紳
意
S
一
然
ら
し
む
る
肝
と
し
て
耽
す
る
併
が
な
か
つ
 
 

た
。
簾
陶
家
藤
原
氏
が
そ
の
停
統
的
な
家
柄
を
ほ
こ
り
、
そ
の
地
位
は
形
式
的
に
認
 
 

め
ら
れ
た
げ
れ
ど
、
辞
令
朗
公
家
融
合
の
浸
落
s
運
命
に
あ
る
障
、
時
代
を
担
う
 
 

何
等
の
力
も
組
織
も
な
く
、
武
⊥
エ
陪
観
に
そ
の
歴
を
譲
ら
ぬ
ば
な
ら
な
く
、
「
式
 
 

ユ
Å
ト
云
モ
ノ
ハ
、
今
ハ
ス
ヱ
ニ
一
定
常
噂
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
モ
チ
イ
ラ
レ
テ
ア
ル
ベ
キ
 
 

⑯
 
 

世
ノ
ス
エ
ニ
ナ
リ
タ
リ
」
と
云
わ
れ
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
柑
朝
と
の
提
携
の
下
に
 
 

執
政
の
職
に
あ
つ
て
∵
碓
兼
乱
れ
た
闘
政
を
淳
素
に
反
え
さ
ん
と
し
た
い
も
道
理
 
 

に
反
し
た
こ
と
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
 
 

①
 
吾
妻
鏡
 
文
治
元
年
十
二
月
六
日
 
 

玉
 
葉
 
文
治
元
年
十
二
月
骨
七
日
 
 
 



⑮
 
思
管
抄
附
錬
 
二
二
二
頁
 
 

六
 
 

こ
の
頼
朝
の
覇
樺
に
謝
す
る
後
白
河
法
皇
¢
立
場
は
乗
蜜
と
反
射
で
あ
つ
た
事
 
 

情
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
と
、
頼
朝
は
発
育
と
の
談
話
に
於
い
て
明
ら
か
に
し
て
 
 

い
る
様
に
院
政
を
と
り
ま
′
、
政
治
の
頚
慶
を
慄
す
思
う
て
い
た
事
、
そ
れ
は
旗
政
 
 

逓
通
を
は
ド
め
院
を
と
り
ま
く
近
臣
を
追
放
▲
T
る
こ
と
に
な
つ
た
事
が
濁
識
者
と
 
 

し
て
の
法
皇
の
機
嫌
を
損
じ
た
こ
と
も
あ
ら
う
が
、
更
に
そ
の
奥
に
あ
る
ち
の
は
 
 

院
政
の
性
格
か
ら
で
あ
つ
ト
ト
。
院
政
は
武
士
階
級
を
亘
の
政
治
的
地
盤
と
し
た
も
 
 

の
で
、
武
士
階
級
の
棟
梁
も
院
＝
法
皇
に
結
び
つ
い
て
貴
族
祀
禽
へ
進
出
し
た
も
 
 

藤
原
兼
貿
＝
蒋
換
期
に
於
け
る
二
月
族
＝
（
草
間
）
 
 

④（む（む（事（む   

ケ 〝 〝 

㊥
 
 

◎
㊥
 
 

⑩
 
 

㊥
 
 

㊥
 
 

⑲
 
 

⑭
 
 ″   

執
権
】
之
運
上
之
由
、
薬
師
二
愚
案
l
也
」
 
 

吾
妻
鏡
 
元
暦
元
単
二
月
廿
五
日
 
 
 

吾
妻
鏡
 
 

吾
妻
鏡
 
文
治
二
年
四
月
三
十
H
 
 

愚
管
抄
巷
六
一
七
三
頁
 
 

〃
 
巻
六
 
一
七
四
京
 
 

王
 
葉
 
建
久
元
年
十
一
月
九
r
l
 
 

泊
承
四
年
九
月
三
H
、
元
暦
元
年
十
一
月
二
日
に
揖
政
基
通
が
兼
賀
わ
 
 

事
変
粗
朝
に
議
せ
る
を
開
い
て
「
只
家
之
前
途
、
閥
之
立
寄
懸
二
甲
天
 
 

野
翌
之
詞
一
之
僚
、
悲
而
有
レ
故
老
欺
」
と
も
云
つ
て
い
る
。
 
 

泊
承
五
年
八
月
一
日
 
 

讃
永
二
年
十
月
四
日
 
 

諒
永
二
牛
十
月
二
日
 
 

藩
永
二
年
十
月
九
日
 
 

吉
永
二
年
間
十
月
十
八
日
「
此
天
下
猶
雄
二
一
日
一
、
親
潮
右
下
可
二
 
 

の
で
あ
つ
た
。
然
し
俣
元
・
卒
治
の
凰
を
嘩
て
の
卒
氏
の
全
盛
は
「
強
大
之
威
勢
 
 

①
 
 

浦
二
於
海
内
一
、
苛
酷
之
刑
罰
翠
一
於
天
下
L
と
な
る
に
至
っ
て
法
皇
の
院
の
勢
力
 
 

と
数
式
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
院
の
威
勢
の
地
療
干
る
べ
き
武
士
が
院
の
意
向
を
 
 

も
無
成
す
る
に
至
っ
て
は
そ
れ
を
除
去
す
る
企
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
併
と
な
づ
た
。
 
 

そ
の
た
め
に
は
卒
宗
盛
が
院
の
抗
議
に
戻
さ
れ
て
い
る
如
き
奇
課
さ
え
め
ぐ
ら
さ
 
 

④
 
れ
る
靡
と
な
つ
た
。
こ
の
事
は
養
仲
に
射
す
る
法
皇
の
行
動
で
も
見
ら
れ
る
併
 
 

で
、
義
仲
の
勢
力
が
院
の
制
御
し
得
な
い
も
の
と
′
．
†
り
、
そ
の
乱
行
が
つ
の
る
と
 
 

反
義
仰
の
計
毒
が
ゆ
ぐ
ら
さ
れ
た
。
法
皇
は
義
仲
に
卒
氏
追
討
紅
命
じ
て
西
向
せ
 
 

し
め
ス
こ
方
、
報
朝
の
上
洛
を
促
が
し
て
義
仲
と
入
れ
か
へ
様
と
し
て
居
り
、
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④
 
 

れ
は
義
仲
の
不
満
と
す
る
併
で
あ
つ
た
。
法
皇
と
義
仲
と
の
衝
突
は
 
「
養
仲
忽
 
 

無
下
可
レ
奉
レ
危
t
一
組
家
一
之
理
上
、
只
者
構
レ
城
集
レ
兵
、
被
レ
鷺
二
衆
之
心
乏
條
、
専
 
 

④
 
 

至
愚
之
放
出
、
是
出
レ
自
二
小
人
之
計
一
敗
」
と
云
わ
れ
る
様
に
後
白
河
法
皇
よ
り
 
 

事
を
か
ま
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
㍗
。
か
ゝ
る
後
白
河
法
皇
の
行
動
は
王
者
の
 
 

④
 
 

行
に
あ
ら
す
と
せ
ら
れ
る
併
で
あ
つ
て
、
法
皇
が
義
仲
に
幽
閉
さ
れ
る
に
至
っ
て
 
 

⑨
 
 

は
「
義
仲
者
是
天
之
誠
二
不
徳
之
君
l
健
也
L
と
ま
で
許
せ
し
め
た
の
は
、
法
皇
に
 
 

好
感
を
も
た
打
条
章
の
言
稟
で
あ
る
に
し
て
も
法
皇
が
義
仲
を
討
滅
せ
ん
と
す
る
 
 

企
よ
り
出
や
る
も
の
で
あ
つ
た
。
 
 
 

義
仲
に
代
っ
た
梯
朝
は
壁
革
者
と
し
て
の
白
鍵
を
も
つ
て
現
わ
れ
て
廉
た
梓
、
 
 

院
政
に
と
つ
て
は
更
に
強
大
な
敵
封
着
で
あ
つ
た
。
顆
樹
は
琴
兵
後
発
づ
自
己
の
 
 

関
東
に
於
け
る
地
盤
を
固
め
る
と
共
に
、
武
⊥
読
癖
契
と
し
て
彼
は
朝
務
に
関
し
 
 

て
は
免
税
に
ま
か
せ
道
理
を
重
す
べ
き
・
－
で
唱
へ
な
が
ら
、
武
士
の
進
退
は
自
己
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦
 
 

手
中
に
お
さ
め
る
事
一
ぎ
明
確
に
し
て
い
る
。
即
ち
語
永
二
奉
二
月
の
院
へ
の
秦
状
 
 

五
三
 
 
 



山
好
手
大
挙
撃
薮
学
部
研
究
年
報
第
二
巻
 
 
 

に
於
い
て
「
右
畿
内
近
国
既
二
再
民
事
氏
】
携
〓
弓
箭
】
之
聾
並
佳
人
等
、
任
〓
義
経
之
 
 

下
知
一
、
可
＝
引
率
一
之
由
、
可
レ
被
l
脚
下
－
候
、
海
路
錐
レ
不
レ
轍
、
殊
可
レ
公
㌢
追
討
一
 
 

之
山
、
所
レ
仰
l
義
経
】
也
、
於
l
一
動
功
賞
－
者
、
其
後
頼
朝
可
二
計
中
上
一
瞬
」
と
云
い
、
 
 

檜
侶
と
拉
も
兵
使
を
常
し
て
武
士
化
せ
る
も
の
は
「
於
＝
濫
行
不
信
檜
一
着
、
不
レ
 
 

可
レ
被
し
用
l
一
公
論
l
候
、
於
〓
自
今
以
後
一
着
、
焉
＝
扱
朝
之
沙
汰
L
と
す
る
も
の
で
 
 

彼
は
武
士
い
棟
梁
と
し
て
弓
箭
を
携
え
る
輩
は
轡
卒
の
如
何
を
間
は
す
、
す
べ
て
 
 

自
己
の
聾
下
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
て
い
た
。
こ
れ
は
耗
朝
が
養
 
 

仲
、
卒
氏
追
討
の
た
め
に
兵
力
を
西
上
せ
し
め
る
前
に
明
確
に
抱
い
て
い
た
意
企
 
 

⑨
 
 

で
あ
る
と
思
う
。
勿
論
頼
朝
は
蓼
兵
営
時
に
於
い
て
全
図
的
統
率
者
た
る
こ
と
を
 
 

㊥
 
 

思
わ
ず
、
臓
発
砲
方
一
で
統
率
す
る
こ
と
を
以
て
安
じ
た
と
考
へ
ら
れ
る
か
、
そ
の
 

後
卒
氏
の
都
落
、
益
仲
レ
J
不
人
望
は
披
を
し
て
全
国
の
武
士
の
・
統
率
者
た
ら
ん
と
 
 

す
る
意
固
に
ま
で
飛
踵
せ
し
め
た
と
思
わ
れ
る
。
全
図
の
武
士
い
統
率
者
た
ら
ん
 
 

と
す
る
頼
朝
は
武
士
を
自
己
の
手
中
に
お
き
め
る
必
要
を
感
じ
、
彼
の
義
人
た
る
 
 

蕃
山
恩
賞
は
彼
の
内
容
に
よ
る
も
の
と
し
▼
、
そ
の
由
度
に
攫
わ
な
い
も
の
は
厳
に
 
 

⑩
 
之
れ
を
戒
し
め
る
併
で
ぁ
つ
た
。
義
経
が
彼
の
許
可
を
得
す
法
皇
よ
り
直
接
恩
賞
 
 

を
蒙
む
つ
た
こ
と
は
彼
と
義
経
と
衝
突
す
る
原
因
と
な
つ
た
。
 
 
 

頼
朝
が
文
治
元
年
十
一
月
守
護
地
頭
の
■
設
置
を
許
さ
れ
た
事
は
、
武
士
の
棟
梁
 
 

と
し
て
全
歯
の
治
安
の
維
持
に
任
す
る
権
限
を
獲
得
し
た
事
と
、
知
行
地
を
自
己
 
 

⑭
 
の
家
人
に
給
興
し
得
る
樺
限
と
地
位
を
獲
得
し
た
事
と
で
あ
つ
た
。
而
し
て
こ
の
 
 

家
人
を
地
頭
職
に
補
任
す
る
こ
と
は
家
人
に
下
地
の
管
嘩
標
を
附
輿
す
る
こ
と
で
 
 

あ
り
、
全
薗
の
地
頭
補
任
横
を
獲
得
し
得
仁
こ
と
ば
「
於
二
諸
姐
庄
園
下
地
一
着
、
 
 

賢
一
向
可
下
命
二
餞
撃
給
び
結
菅
な
つ
た
の
で
雪
C
こ
れ
は
領
主
的
誌
 
 

五
四
 
 
 

位
と
地
主
と
し
て
の
由
を
も
つ
地
方
豪
族
で
あ
つ
た
武
⊥
妄
頼
朝
は
武
⊥
Å
の
棟
東
 
 

と
し
て
そ
勃
聾
下
〓
入
れ
て
統
率
し
、
家
人
と
し
て
支
配
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
 
 

に
な
つ
た
の
で
ぁ
る
。
地
方
豪
族
は
頼
朝
の
家
人
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
領
 
 

主
的
地
位
と
地
主
と
し
て
の
財
を
安
堵
せ
ら
れ
る
こ
と
が
公
約
に
認
め
ら
れ
る
こ
 
 

と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
武
士
た
る
地
方
豪
族
は
、
そ
の
領
主
的
地
位
と
 
 

そ
の
も
つ
土
地
を
確
保
・
す
る
に
め
に
、
塙
鏑
家
等
の
権
門
勢
家
或
は
院
に
依
頼
す
 
 

る
必
要
が
広
く
な
り
、
武
士
の
棟
梁
た
る
頼
朝
の
下
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
 
 

⑯
 
 

て
安
堵
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
院
政
に
と
つ
て
頼
朝
の
出
 
 

現
は
、
武
士
階
級
を
親
絨
し
得
す
苗
代
公
家
敢
曾
の
中
に
入
っ
て
も
武
断
的
濁
裁
 
 

者
と
な
つ
た
卒
氏
と
は
全
く
襲
っ
た
根
強
い
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
院
政
の
 
 

基
礎
を
ゆ
る
が
す
も
の
で
ぁ
つ
た
。
か
ゝ
る
情
勢
に
際
し
て
院
政
が
械
朗
の
勢
力
 
 

を
牽
制
し
、
そ
れ
一
け
封
立
す
る
勢
力
と
し
て
利
用
せ
ん
と
し
た
の
は
、
義
経
で
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊤
 
 

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
義
経
は
云
う
ま
で
も
な
く
頼
朝
の
弟
で
、
義
仲
、
卒
氏
追
討
 
 

の
功
労
者
と
し
て
頼
朝
に
謝
抗
し
得
る
人
物
と
考
え
ら
れ
、
叉
被
が
容
易
に
院
よ
 
 

り
の
恩
賞
を
う
け
た
事
は
頼
朝
と
臭
っ
た
性
格
を
も
つ
人
物
と
考
へ
ら
れ
た
と
思
 
 

ぅ
。
然
し
綿
朝
の
統
率
す
る
武
士
階
級
の
組
緻
は
法
皇
の
考
へ
ら
れ
る
程
施
弱
な
 
 

も
の
で
は
な
か
つ
た
。
冶
承
四
年
の
拳
兵
以
後
春
永
二
年
の
未
ま
で
の
期
闇
 
 

は
崩
幼
が
関
東
に
於
い
て
「
寧
」
東
国
一
着
諸
国
一
同
圧
公
皆
可
レ
夢
一
徹
沙
汰
 
 
⑯
 
 

一
」
の
目
的
を
も
つ
て
そ
の
地
盤
を
固
執
、
東
園
に
於
け
る
武
士
の
棟
梁
と
し
 
 

て
武
エ
Å
階
級
の
統
率
者
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勿
 
 

論
そ
れ
に
は
宗
か
「
滑
氏
の
正
と
し
て
組
先
以
東
い
歴
史
的
因
縁
に
よ
る
 
 

も
の
で
あ
つ
た
こ
し
一
は
云
う
皇
で
も
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
人
格
が
良
く
部
下
を
露
 
 
 



⑰
 
服
せ
し
め
得
に
と
も
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
法
皇
が
義
経
を
殊
遇
し
、
そ
の
力
を
以
 
 

て
頼
朝
に
封
立
せ
し
め
ん
と
し
た
事
は
失
敗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
義
経
は
法
 
 

皇
の
殊
遇
を
受
け
に
に
し
て
も
、
武
士
の
棟
梁
と
し
七
そ
の
地
位
を
確
立
し
得
た
 
 

頼
朝
と
提
携
し
得
な
い
義
経
は
全
く
無
力
な
も
の
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
す
、
却
っ
 
 

て
そ
の
身
の
滅
亡
を
早
め
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
事
は
頼
朝
を
し
て
益
々
法
皇
 
 

を
警
戒
せ
し
め
る
結
果
と
へ
与
り
．
輯
朝
を
し
て
「
縦
柾
下
被
レ
下
二
勅
宝
院
軍
事
候
上
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑱
 
 

馬
レ
朝
焉
レ
世
、
可
レ
及
二
違
端
一
之
事
者
、
再
三
可
下
命
二
覆
秦
給
上
候
也
」
と
云
わ
し
 
 

め
る
こ
と
h
た
こ
∵
た
。
院
を
と
り
ま
く
陰
謀
を
妨
ぐ
た
め
に
法
皇
と
兎
角
疎
遠
の
 
 

関
係
に
あ
つ
た
発
奮
を
推
挙
す
る
、
一
方
、
基
遁
以
下
近
臣
を
斥
け
る
こ
と
に
な
つ
 
 

た
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
情
勢
に
立
至
っ
て
し
ま
つ
て
は
、
後
白
河
法
皇
の
頼
朝
に
 
 

射
す
る
最
後
山
抵
抗
は
、
根
朝
か
朝
琴
レ
J
官
位
よ
り
も
武
門
の
棟
梁
と
し
て
種
夷
 
 

大
賭
軍
の
任
命
を
希
望
し
た
の
に
勤
し
て
、
義
仲
に
許
し
た
官
位
で
あ
り
な
が
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯
 
 

渦
氏
一
門
の
中
で
義
仲
よ
り
優
位
に
あ
る
こ
と
を
早
く
か
ら
認
め
て
い
た
税
朝
に
 
 

謝
し
て
は
許
す
こ
と
を
し
な
か
つ
十
ご
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
来
賓
は
接
続
的
往
古
代
世
界
の
中
に
あ
る
者
と
し
て
愛
車
者
摘
朝
と
は
封
 
 

立
す
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、
永
年
に
亙
る
後
白
河
法
皇
と
の
堅
凡
穐
係
、
そ
れ
に
 
 

加
う
る
に
院
政
が
近
臣
の
抜
底
に
よ
る
政
治
の
乱
賑
と
院
の
意
志
に
よ
る
政
治
の
 
 

頑
健
に
満
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
健
す
思
う
考
へ
は
、
頼
朝
の
出
現
に
よ
つ
て
示
さ
 
 

れ
た
朝
政
振
興
の
政
治
方
針
は
院
政
に
勝
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
そ
れ
と
の
提
携
 
 

へ
と
進
ん
だ
の
で
ぁ
る
。
然
し
頼
朝
は
朝
務
に
勤
し
て
俸
統
の
尊
墓
、
古
代
公
家
 
 

敢
曾
の
秩
序
を
尊
重
す
る
態
度
を
と
り
な
か
ら
、
疲
は
そ
の
下
に
あ
つ
て
耕
し
く
 
 

政
治
的
敢
曾
的
に
進
出
し
て
凍
た
武
士
階
級
の
力
を
組
織
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
 
 

藤
原
来
賓
＝
樽
換
期
に
於
け
る
一
貴
族
＝
（
草
間
）
 
 

れ
に
新
し
い
秩
序
を
輿
へ
る
者
と
し
て
天
下
の
草
創
を
意
企
し
て
い
た
の
′
で
ぁ
 
 

る
。
保
元
、
卒
論
の
鼠
以
後
園
内
の
騒
擾
が
乗
茸
に
こ
の
階
根
絶
綬
の
意
味
の
理
 
 

解
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
、
世
の
乱
離
を
鎮
撫
し
左
輯
朝
の
春
在
の
み
が
意
擬
さ
 
 

⑳
 
 

れ
て
、
頼
朝
と
の
協
力
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
～
に
彼
が
秀
れ
た
才
能
を
も
 
 

ち
、
古
い
国
家
の
上
に
思
い
致
し
な
が
ら
、
韓
襖
崩
に
於
け
る
新
し
い
勢
力
に
利
 
 

用
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
覚
り
得
ざ
る
骨
在
と
な
り
終
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
 
 

あ
る
。
 

詫  

⑱⑭⑭⑯（釘毎）（可 ①（む④（う（勤（カ  ⑭
 
観
朝
と
義
経
と
の
不
和
の
原
因
は
後
白
河
法
り
盟
が
義
経
を
利
用
せ
ん
と
し
た
粘
 
 
 

か
ム
考
へ
る
べ
き
あ
ろ
う
。
 
 

五
五
 
 
 

〝  γ  玉
 
葉
 
拍
承
五
年
閏
二
月
五
日
 
 

奇
襲
鐘
 
元
暦
元
年
二
月
甘
目
 
 

玉
 
葉
 
毒
永
二
年
閏
十
月
廿
日
 
 

同
 
 
年
十
一
月
十
七
‖
 
 

同
 
 
年
同
月
十
八
〓
 
 

同
 
 
年
同
日
十
九
日
 
 

葦
妻
鏡
 
元
暦
元
年
二
月
甘
五
H
 
 

玉
 
葉
 
毒
永
二
年
十
月
四
日
 
 

漕
承
五
年
八
月
一
日
 
 

＃
妻
鏡
 
文
治
元
年
四
月
十
五
日
 
 

牧
健
二
博
士
著
「
日
本
封
建
制
度
成
立
史
」
 
 

吾
妻
鏡
 
文
治
元
年
十
二
月
甘
一
目
 
 

御
家
人
と
は
「
任
昔
以
来
、
篤
二
開
資
領
主
∴
賜
二
武
家
御
下
文
一
人
事
也
 
 

棚
媚
嘩
鴫
叉
本
管
芸
也
」
（
沙
汰
末
笠
）
及
び
莞
三
豊
、
「
中
世
の
 
 

村
落
」
参
照
、
 
 



⑲
玉
葉
建
久
三
年
正
月
五
日
「
親
朝
之
勇
、
触
㌻
争
レ
鋒
、
至
二
千
今
高
二
太
平
「
了
」
 
 
 

と
云
い
な
が
ら
次
の
「
桝
々
国
表
」
と
ほ
関
係
し
て
は
考
へ
て
い
な
い
。
 
 
 

㊥⑯⑰⑯⑯  
山
好
事
大
草
畢
教
学
部
晰
究
年
報
第
一
一
巻
 
 

〃  吾
妻
鏡
 
泊
承
四
年
八
月
十
九
日
 
 

治
承
四
年
六
月
十
九
日
 
 

藤
直
幹
博
士
著
「
中
世
武
家
杜
曾
の
構
造
」
 
 

吾
妻
鎧
文
治
二
年
四
月
三
十
日
 
 

義
仲
入
京
の
時
の
行
賞
の
議
定
に
於
い
て
「
惣
諭
レ
之
、
第
一
観
潮
、
第
二
義
仲
、
 
 

第
三
行
家
也
」
 
（
玉
葉
、
毒
永
二
年
七
月
冊
日
）
と
あ
る
 
 

五  




